
 

会   議   録 

会 議 の 名 称 
鴻巣市総合振興計画審議会委員委嘱式 

第１回鴻巣市総合振興計画審議会 

開 催 日 令和５年６月１日（木） 

開 催 時 間 午前１０時００分 開会 ・ 午前１１時３０分 閉会 

開 催 場 所 鴻巣市役所 １００１会議室 

会 長 氏 名 会長 酒巻 貞夫 

出席者(委員)氏名 

（出席者数） 

酒巻 貞夫（会長）  田尻 要（副会長）   

太田 恭子  河野 公一  澤近 幸子  髙橋 淳一 

二俣 一登  関口 知子  鈴木 将浩  （９名） 

欠席者(委員)氏名 

（欠席者数) 
土橋 純（１名） 

事務局職員職氏名 

市長政策室長 藤崎 秀也 

総合政策課長 富田 真久 

総合政策課主幹 千葉 昌子  総合政策課主査 篠原 貴光  

総合政策課主任 大島 悠志 

傍 聴 の 可 否 

（傍聴者数） 
可（０名） 

会 

議 

次 

第 

Ⅰ 鴻巣市総合振興計画審議会委員委嘱式  

１ 委員委嘱 

２ 自己紹介 

３ 会長、副会長選出 

４ 市長諮問・挨拶 

Ⅱ 第１回鴻巣市総合振興計画審議会 

１ 審議会の公開について 

２ 事務局説明 

⑴ 審議会の位置づけと審議の範囲について 

⑵ 公共施設等の跡地を活用するためには 

Ⅲ その他 

１ 意見公募手続について 

２ 次回の審議会の予定について 

３ 委員報酬の振込みについて 

 
 

Ⅰ 審議会委員委嘱式 

・会長に酒巻貞夫委員、副会長に田尻要委員を選出した。 

・市長から酒巻会長へ諮問書が渡された。 

Ⅱ 第１回総合振興計画審議会 

１ 審議会の公開について 



 

会 

議 

の 

内 

容 

審議会については原則公開とし、鴻巣市総合振興計画審議会傍聴規程を案のと

おり決定した。 

 

２ 審議会の位置づけと審議の範囲及び公共施設等の跡地の活用について 

事務局が説明し、次のとおり意見が交わされた。 

 〇都市計画においては、立案が大切。施設を利用したマッチング、スピルオーバ

ー、シェアリングの考え方を持って考えるとよい。 

 〇笠原小学校跡地の跡地利用について、土地利用の制限が外れれば、応募が増え

るのか。 

 →事業者へのヒアリングでは、注目度が高く、５つのジャンルの活用について提

案されている。ただし、用途変更が必要。 

 〇鴻巣市がどうプロモーションしていくかが大切。市の構想を若い層を中心に広

く公表すべき。 

 〇小学校の跡地で IT 講習会、農作物栽培を行っているところがある。埼玉県

は、農業が盛ん。広い土地で、いろいろやってみたらよい。 

 〇110 ページの「官民連携手法の積極的な導入」の内容では、対応できないの

か。 

 →県との調整の中で、市の方向性として「用途の転用」までを明示することとし

た。基本構想では、抽象的な内容であるため、より具体的な内容で明記した。 

 〇他自治体の場合も、市街化調整区域内では、同じ手続が必要なのか。 

 →山間部や市街地では制限はない。東京都、栃木県、千葉県は廃校等の公共施設

跡地の用途変更について、規制の緩和を行っている。埼玉県は、事例がないた

め、今回の助言に至った。 

 〇常光小学校以外の統廃合の予定は。 

 →令和１０年度までに５校の再編を検討している。 

 〇道の駅、総合病院、ゴミ処理施設など計画を立てても実行されないことが多い

が、その理由は。 

 →道の駅は、管理運営候補者を選定し、開業に向け工事を進めている。ごみ処理

施設は、鴻巣市、北本市、吉見町で検討委員会を作り、検討している。 

 〇笠原小学校の閉校後、構内への出入りは。 

 →暫定利用として、校庭は随時開放、校舎は校舎開放デーを実施した。また、

地域の方による跡地利活用実行委員会が、「笠原のんびり市」等のイベントを開

催している。それ以外に、スポーツ少年団などの継続した利用、テレビ等の撮

影など暫定利用として利用されている。 

〇笠原小学校について、他の人も、安全に利用できるなら、広報等で広く案内し

てもよいと思う。 

〇立地については、地域の方の考えを取り入れるべき。また、不登校の子どもた 



 

 

ちのフリースクールなど実施し、地域の方と交流できたらよい。一方で、施設

利用については、光熱水費等も生じるので、方向性が早めに決定するとよい。 

〇後期基本計画に、文言を入れることは賛成。今後、どのように活用するのか。

既視感にとらわれず、「鴻巣らしさ」のストーリーと、プロモーションが求めら

れる。多くの人を巻き込んだプロセスが大切。また、施設に関しては、老朽

化、安全面が問題。継続性が担保される必要がある。 

〇利活用の際に、鴻巣市の強みを出すのか、弱みを補完するのか、明確にして検

討すべき。 

配 

布 

資 

料 

・ 鴻巣市総合振興計画審議会委嘱式・第１回会議次第 

・ 鴻巣市総合振興計画審議会委員名簿 

・ 鴻巣市総合振興計画審議会 第１回配布資料一覧表 

・ 【資料１】諮問書（写し） 

・ 【資料２】鴻巣市総合振興計画審議会傍聴規程（案） 

・ 【資料３】鴻巣市総合振興計画審議会条例 

・ 【資料４】公共施設等の跡地を活用するためには 

・ 【資料５】審議日程 

・ 【参考資料】第６次鴻巣市総合振興計画後期基本計画 

 


